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■大曲出張所
（雄物川の改修・維持管理担当）

■大曲国道維持出張所
（国道１３号の維持管理担当）

１２月２日から国道13号大曲国道維持出張所管内の
登坂車線 を閉鎖 し ま し た

閉 鎖 箇 所

①大仙市協和峰吉川地内

（下り車線）

②大仙市協和上淀川地内

（上り車線）

バリケードで閉鎖します

冬期間における事故防止のため、１２月2日から大仙市協和峰吉川地内と協和上淀川地内の
２箇所の登坂車線を閉鎖しました。この閉鎖は、過去の冬期間に発生した同車線内での死亡事
故をきっかけに、路面凍結や積雪時の無理な追い越しによる事故発生を未然に防止するため、
実施しております。

開放は、来春（３月中旬）の予定です。その間は、追い越しできませんのでご注意ください。

規制箇所

①

②

ご不便お掛けしますが、皆さま
の ご理解とご協力をお願いし
ます。

ドライバーの皆様へのお願い

○冬タイヤ装着の上、安全運転を！

気象状況に応じて、橋の上やカーブなど路面が凍結やスリップしやすい場所に凍結抑制
剤を散布します。これは、一時的に凍結を抑制するもので完全に防止するものではあり
ません。冬タイヤ全輪装着の上、スピードを抑えた安全運転をお願いします。

除雪作業中に無理な追い越しをすると、積もった雪でコントロールを失い除雪作業車
や対向車へ接触する危険があります。除雪作業車が退避するまで、お待ち頂くようご

協力お願いします。

○除雪作業中の無理な追い越しは危険です！



地域住民の皆様へお願い

○路上駐車は大きな迷惑に！

1台でも路上駐車があると除雪が遅れ、渋滞の原因にな
ります。また、歩道にはみ出ている車輌も歩道除雪が遅
れる原因となります。

○道路への雪捨は禁止行為です！

路面凍結の原因となるほか、路面が凸凹になり、交通事
故や渋滞の原因となる非常に危険な行為です。
（道路法第43条、道交法76条に対する違反行為）

○作業中の除雪車に近づかないで！

除雪作業は安全第一で行っていますが、除雪車は鋭利な
刃を使用しているため、大変危険です。小さな子供さん
のいるご家庭では、ご注意をお願いします。

○深夜・早朝のエンジン音にご理解を！

朝の通勤通学までに除雪を終えることを目標として、深
夜早朝から作業を行います。作業中は除雪機械のエンジ
ン音が出ますが、ご理解をお願いします。

○出入り口付近の雪の後片付けにご協力を！

運転手は雪を残さないように極力努めていますが、どう
しても道路の左右に雪を寄せることになってしまいます。
出入り口に雪が残っていた場合は、片付けにご協力をお
願いします。


